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    緊急事態宣言による「全館面会禁止」について 

 

拝啓 春暖の候 皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し

上げます。また、平素より、当施設の運営にあたりましては、格別のご理解ご協

力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、過日 4 月 7 日（火）夕方に政府より「緊急事態宣言」が発令されまし

た。 

宣言の要件を施設に当てはめてみますと、1.入居者（利用者）の生命、健康に著

しく重大な被害を与える恐れ 2.感染した場合の急速な、まん延により施設内外

を含め、甚大な影響を及ぼす恐れがあると言う内容のものでした。 

 施設としてはこの内容を深く、そして重く受け止めています。 

 

前回は「面会制限」と言う標記にてお知らせをいたしましたが、今回は前回より

一層、踏み込んで「全館面会禁止」とさせていただきます。 

これまでのように、施設エントランスのドアは自動開錠で開かなくなっており

ます。 

受け取り荷物や業者の宅配も玄関先での受け取りのみとなりました。 

 

 高齢者の感染については、感染後に重篤となるケースが後を絶たず、最悪死

亡されるケースは少なくありません。 

 ご家族様から、ご高齢の入居者・利用者様をお預かりしている以上、絶対に当

施設において発症しないよう、最善を尽くして参りたいと思います。 

ご家族様、入居者様等には大変申し訳ありませんが、終息に至るまで事情を

ご賢察のうえ、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

 

敬具 

  


